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アンケートの概要

【目的】
現状の都道府県アレルギー疾患医療拠点病院のアレルギー診
療の現状を確認する

【調査病院】
2019年8月現在において都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
の選定を受けた28都府県54病院

【調査期間】
2019年9月30日～10月23日 回収率：98％（53病院）

【アンケート内容】
・連携施設の有無
・拠点病院としてアレルギー診療に関連する医療従事者数
・現在のアレルギー診療の状況について



都道府県アレルギー拠点病院 （2019年11月末 現在）

青森県 弘前大学医学部附属病院
宮城県 東北大学病院

宮城県立こども病院
岩手県 岩手医科大学附属病院

国立病院機構盛岡医療センター
山形県 山形大学医学部附属病院
茨城県 筑波大学附属病院
栃木県 獨協医科大学病院
群馬県 群馬大学医学部附属病院
埼玉県 埼玉医科大学病院
千葉県 千葉大学医学部附属病院

東京都
東京慈恵会医科大学附属病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
国立成育医療研究センター
東京都立小児総合医療センター

神奈川県 神奈川県立こども医療センター
横浜市立みなと赤十字病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院
富山県 富山県立中央病院

富山大学附属病院
福井県 福井大学医学部附属病院
山梨県 山梨大学医学部附属病院
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

静岡県

国際医療福祉大学熱海病院
順天堂大学医学部附属静岡病院
静岡県立総合病院
静岡県立こども病院
静岡済生会総合病院
浜松医科大学医学部附属病院
浜松医療センター

愛知県

名古屋大学医学部附属病院
名古屋市立大学病院
藤田医科大学病院
藤田医科大学ばんたね病院
愛知医科大学病院
あいち小児保健医療総合センター

三重県 国立病院機構三重病院
三重大学医学部附属病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院
滋賀県立小児保健医療センター

和歌山 和歌山県立医科大学附属病院
日本赤十字社和歌山医療センター

大阪府
近畿大学病院
大阪はびきの医療センター
大阪赤十字病院
関西医科大学附属病院

兵庫県
神戸大学医学部附属病院
兵庫医科大学病院
兵庫県立こども病院
神戸市立医療センター中央市民病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院
島根県 島根大学医学部附属病院
岡山県 南岡山医療センター

岡山大学病院
広島県 広島大学病院
徳島県 徳島大学病院
福岡県 国立病院機構福岡病院
長崎県 長崎大学病院
熊本県 熊本大学病院

平成31年4月現在
31都府県 59病院



拠点病院の連携施設の在り方

・県内の拠点病院同士で連携している場合もあり
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※1施設のみでは役割を満たせない場合
は他施設のとの連携も考慮
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平成29年7月 「アレルギー疾患利用提供体制の在り方に関する検討会」報告書

都道府県拠点病院には、アレルギー疾患の診療経験が豊富な内科、小児科、皮膚科、
眼科、耳鼻いんこう科領域の医師が常勤していることが求められる。
常勤しない診療科がある場合、他の医療機関の診療科を合わせて選定することで、拠
点病院との選定基準を満たすものとする。

・各都道府県拠点病院で、５科がそろわないときは、連携病院や拠
点病院同士の連携などを考慮することが望ましい



拠点病院のアレルギー診療科数
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拠点病院の担当医師数 アレルギー学会員・専門医・指導医

各科専門医の診療施設数 ※連携施設も含めた人数

日本アレルギー学会認定専門医：平均 8.9名（最大 28名、最小 2名）

平成29年7月 「アレルギー疾患利用提供体制の在り方に関する検討会」報告書

各診療科の医師においては、一般社団法人日本アレルギー学会のアレルギー専門医資
格を有する医師であることが望ましい
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内科 43
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施設数

・眼科のアレルギー専門医は少なく、各
病院の眼科医師との連携が必要

内科のみ 2
小児科のみ 7



拠点病院の担当メディカルスタッフの職種

PAEが在籍する施設
PAE:Pediatric Allergy Educator
（日本小児臨床アレルギー学会認定制度）
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メディカルスタッフ職種数
3職種：看護師、栄養士、薬剤師
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平成29年7月 「アレルギー疾患利用提供体制の在り方に関する検討会」報告書

都道府県拠点病院には、アレルギー疾患に関する専門的な知識を有する薬剤師、看護
師、管理栄養士等が配置されていることが望ましい

施設数
薬剤師、栄養士を計上し
ていない施設が多い



現在の診療内容 診断・検査
A項目：拠点病院として実施すべき事項 はい いいえ

血液検査（IgE抗体・特異的IgE抗体検査）をし
ている 53 0

プリックテストをしている 51 2

パッチテストをしている 49 4

肺機能検査をしている 53 0

呼気NO濃度測定をしている 52 1

アトピー性皮膚炎の診断をしている 53 0

アトピー性皮膚炎の重症度判定をしている 53 0

重症及び難治性アレルギー性皮膚疾患の診断を
している 51 2

アレルギー性鼻炎の診断をしている 53 0

下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道疾患の
診断をしている 50 3 

アレルギーが関与する眼疾患の診断をしている 47 6
食物経口負荷試験をしている 49 4

食物経口運動負荷試験をしている 45 8
B項目：将来的に実施することが望ましい事項
気道過敏性検査をしている 37 16
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現在の診療内容：治療
A項目：拠点病院として実施すべき事項 はい いいえ

アレルゲン免疫療法をしている（舌下） 49 4 

重症・難治性気管支ぜん息の治療（生物学的
製剤を使用） 52 1 

重症・難治性アトピー性皮膚炎の治療（生物
学的製剤の使用） 46 7 

下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道炎疾
患の治療 47 6 

重症・難治性の眼領域アレルギー疾患の治療 36 17 

B項目：将来的に実施することが望ましい事項

アレルゲン免疫療法をしている（皮下） 35 18

その他

気管支熱形成術の治療（内科） 21 32

好酸球性副鼻腔炎の手術（耳鼻科） 42 11 
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平成29年7月 「アレルギー疾患利用提供体制の在り方に関する検討会」別添2より



アレルギーに関する情報提供
情報提供 はい いいえ

患者やその家族に対する講習会等の定期的な実施をしている 47 6 

都道府県と協力し、地域住民に対して啓発活動を実施している 41 12 

アレルギー拠点病院としてのホームページがある 18 35 

山梨大学医学部附属病院
アレルギーセンター

国立病院機構三重病院
アレルギーポータルみえ

行政と拠点病院で連携した情報提供を
 ウェブサイトの連携（相互リンク）
 相談事業の連携
 啓発活動の連携



拠点病院における相談事業

2627
しているしていない

拠点病院における相談事業の実施
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対面

対面：市民公開講座の際や、保健所等で実施

千葉大学医学部附属病院
ピアサポートによる電話相談

福井大学医学部附属病院
無料相談会、スキンケア教室



都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の役割
 拠点病院の選定要件

• 都道府県拠点病院には、アレルギー疾患の診療経験が豊富な内科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科領域の医師が
常勤していることが求められる。

• 常勤しない診療科がある場合、他の医療機関の診療科を合わせて選定することで、拠点病院との選定基準を満たすものと
する。

• 都道府県拠点病院には、アレルギー疾患に関する専門的な知識を有する薬剤師、看護師、管理栄養士等が配置されている
ことが望ましい

 拠点病院の役割

①診療

・診断困難な症例や重症・難治性アレルギー性患者に対して、複数の診療科が連携し、診断、治療、管理を行う

②情報提供

・患者やその家族、地域住民に対するアレルギー疾患に関する適切な情報の提供

③人材育成

・都道府県でアレルギー疾患医療に携わる医療従事者の知識や技能の向上に資する研修

・保健師、栄養士、学校、児童福祉施設等の教職員に対する講習

④研究

・都道府県におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握するための調査・分析を行い、疾患対策の推進を支援

・国が長期的、戦略的に推進する全国的な疫学研究、臨床研究等への協力

改めて、自身の拠点病院の役割について、確認し、課題に対して取り組みのご検討をお願いいたします
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